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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
濃
厚
接
触
者
の
調
査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
積
極
的
疫
学
調
査
」
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
（
感
染
症
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
若
し

く
は
特
別
区
の
区
長
又
は
厚
生
労
働
大
臣
が
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
神
奈
川
県
に
お
い
て
、
令
和
三
年
一
月
八
日
に
「
積
極
的
疫
学
調
査
」
の
「
重
点
化
に
つ
い
て
徹

底
す
る
」
こ
と
と
し
た
旨
の
報
道
発
表
が
行
わ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
「
積
極
的
疫
学
調

査
に
お
け
る
優
先
度
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
十
一
月
二
十
日
付
け
厚
生
労
働
省
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
推
進

本
部
事
務
連
絡
）
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
保
健
所
体
制
の
整
備
と
感
染
拡
大
期
に
お
け
る
優
先
度
を

踏
ま
え
た
保
健
所
業
務
の
実
施
つ
い
て
」
（
令
和
三
年
一
月
八
日
付
け
厚
生
労
働
省
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
推

進
本
部
事
務
連
絡
）
等
に
よ
り
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）



 

２ 

 

に
対
し
て
、
「
積
極
的
疫
学
調
査
」
に
つ
い
て
地
域
の
感
染
状
況
に
応
じ
て
「
柔
軟
に
重
点
化
を
検
討
す
る
こ
と
」
等
を
依

頼
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
神
奈
川
県
を
は
じ
め
と
す
る
都
道
府
県
等
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
適
切
な
対
応

が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
、
二
及
び
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
厚
生
労
働
省
か
ら
都
道
府
県
等
に

対
し
て
、
「
積
極
的
疫
学
調
査
」
の
重
点
化
の
検
討
等
を
依
頼
し
、
都
道
府
県
等
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
適
切
な
対

応
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
感
染
症
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
質
問
又
は
調
査

を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 


